
本人の合計所得金額が   
２２０万円以上

同一世帯の第１号被保険者の     
年金収入＋その他の合計所得金額

・単身：３４０万円以上       
・２人以上：４６３万円以上

６５歳以上           
(第1号被保険者)

本人の合計所得金額が    
１６０万円以上２２０万円未満

同一世帯の第１号被保険者の     
年金収入＋その他の合計所得金額

・単身：２８０万円以上       
・２人以上：３４６万円以上

本人の合計所得金額が   
１６０万円未満

利用者負担割合の基準について

３割負担

２割負担

１割負担

はい

はい

いいえ


